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平成 26 年 ３ 月 14 日

第 １２６７９ 号（金曜日）

毎 週 ２ 回 　 火 曜 　 金 曜 発 行

　　　　告　　　示
○青少年に有害な興行の指定 （少子化対策監室）　１
○青少年に有害な図書等の指定 （　　同　　）　１
○一般国道の区域の変更 （道路整備課）　２
○一般国道の供用の開始 （　　同　　）　２
○県道の区域の変更 （　　同　　）　３
○県道の供用の開始 （　　同　　）　３
○電線共同溝を整備すべき道路の指定 （　　同　　）　３
○車両制限令第３条第１項第２号イに定める道路の指定
　の告示 （　　同　　）　４
○車両制限令第３条第１項第３号に定める道路の指定及
　び同令第10条第１項に定める通行方法の告示
 （　　同　　）　４

○急傾斜地崩壊危険区域の指定 （砂　防　課）　４

　　　　公　　　告
○入札公告 （少子化対策監室）　７
○大規模小売店舗立地法による意見の概要の公告
 （経営支援課）　８
○平成25年度後期技能検定合格者公告 （労働企画課）　９
○農業委員会が行う交換分合計画の認可公告
 （経営対策課）　18
○経営規模等評価の申請及び総合評定値の請求に関する
　公告 （監　理　課）　18
　　　　公安委員会
○石川県道路交通法施行細則の一部を改正する規則 　20
○地域交通安全活動推進委員の委嘱 　20

石川県告示第78号
　いしかわ子ども総合条例（平成19年石川県条例第18号）第41条第１項の規定により、次の興行を青少年に有害なも
のとして指定した。

　　平成26年３月14日
石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

１　有害興行

興行の種類 興　　　　　行　　　　　名 配 給 会 社 名

映 　 画 新人女子社員　淫乱　秘　検診 新 日 本 映 像

〃 鉄格子の女　私を苛めないで 〃

〃 お天気キャスター　晴れのち濡れて オ ー ピ ー 映 画

〃 恥ずかしい人妻　濡れまくる昼下がり 新 東 宝 映 画

〃 甘い鞭　ディレクターズロングバージョン Ｋ Ａ Ｄ Ｏ Ｋ Ａ Ｗ Ａ

〃 華魂 渋 谷 プ ロ ダ ク シ ョ ン

〃
ウルフ・オブ・ウォールストリート

（原題）THE WOLF OF WALL STREET
パラマウントピクチャーズ

２　指定の理由

　 　内容の全部又は一部が、著しく青少年の性的感情を刺激し、又は著しく青少年の粗暴性若しくは残虐性を誘発し、
若しくは助長し、その健全な育成を阻害するおそれのあるものである。

３　指定年月日

　　平成26年３月14日

石川県告示第79号
　いしかわ子ども総合条例（平成19年石川県条例第18号）第42条第１項の規定により、次の図書等を青少年に有害な
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ものとして指定した。

　　平成26年３月14日
石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

１　有害図書等

図書等の種類
図　　　書　　　等　　　名

（　ナ　ン　バ　ー　）
発　行　所　名

月 刊 誌
シティヘブン北陸版　2014年　４月号

（０４３３３－０４）
㈱ダブリュエスコーポレーション

〃
ＮaiＮaiプレス北陸　2014年　４月号

（０６８０５－０４）
電 王 堂 出 版 ㈱

隔 月 刊 誌
ＤＯＭ　2014年４月号

（８６６６３－０４）
㈱ ザ ウ ス マ ガ ジ ン 社

　付記

　　ナンバーとは、月刊誌及び単行本にあっては雑誌ナンバーをいう。

２　指定の理由

　 　内容の全部又は一部が、著しく青少年の性的感情を刺激し、又は著しく青少年の粗暴性若しくは残虐性を誘発し、
若しくは助長し、その健全な育成を阻害するおそれのあるものである。

３　指定年月日

　　平成26年３月14日

石川県告示第80号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、次のとおり一般国道の区域を変更した。
　なお、その関係図面は、平成26年３月14日から同月31日まで縦覧に供する。
　　平成26年３月14日

石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

路 線 名
道　　　　路　　　　の　　　　区　　　　域 関係図面の

縦 覧 場 所変　　更　　の　　区　　間 旧新別 敷地の幅員（ｍ） 延長（ｍ）

249号

珠洲市馬緤町ヌ字11番１地先から
珠洲市馬緤町イ字２番12地先まで

旧 8.14～ 43.37 1329.4

珠 洲 土 木

事 務 所

維持管理課

珠洲市馬緤町ヌ字11番１地先から
珠洲市馬緤町ニ字５番３地先まで

新

16.75～ 101.72 125.9

珠洲市馬緤町ニ字４番３地先から

珠洲市馬緤町壱字44番１地先まで
10.25～ 108.00 1024.8

珠洲市馬緤町弐字108番１地先から
珠洲市馬緤町壱字44番１地先まで

17.07～ 82.97 509.1

珠洲市馬緤町ニ字５番９地先から

珠洲市馬緤町壱字47番地先まで
8.14～ 43.37 1147.1 

石川県告示第81号
　次のとおり一般国道の供用を開始するので、道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、告示する。
　なお、その関係図面は、平成26年３月14日から同月31日まで縦覧に供する。
　　平成26年３月14日

石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　
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路 線 名 供　用　開　始　の　区　間 供 用 開 始 の 期 日
関係図面の

縦 覧 場 所

249号
珠洲市馬緤町ヌ字11番１地先から
珠洲市馬緤町ニ字５番３地先まで

平 成 26 年 ３ 月 14 日
珠 洲 土 木

事 務 所

維持管理課

石川県告示第82号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、次のとおり県道の区域を変更する。
　なお、その関係図面は、平成26年３月14日から同月31日まで縦覧に供する。
　　平成26年３月14日

石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

路 線 名
道　　　　路　　　　の　　　　区　　　　域 関係図面の

縦 覧 場 所変　　更　　の　　区　　間 旧新別 敷地の幅員（ｍ） 延長（ｍ）

金沢小松線
小松市北浅井町ち45番１地先から
小松市北浅井町乙71番１地先まで

旧 11.20～ 14.50 569.1 南加賀土木

総合事務所

維持管理課新 11.70～ 16.30 569.1

能都穴水線
鳳珠郡穴水町字鹿波四弐４番３地先から

鳳珠郡穴水町字鹿波四弐99番10番地先まで

旧 7.21～ 15.81 77.2 奥能登土木

総合事務所

維持管理課新 9.44～ 30.61 77.2

石川県告示第83号
　次のとおり県道の供用を開始するので、道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、告示する。
　なお、その関係図面は、平成26年３月14日から同月31日まで縦覧に供する。
　　平成26年３月14日

石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

路 線 名 供　用　開　始　の　区　間 供 用 開 始 の 期 日
関係図面の

縦 覧 場 所

金沢小松線
小松市北浅井町ち45番１地先から
小松市北浅井町乙71番１地先まで

平 成 26 年 ３ 月 14 日
南加賀土木

総合事務所

維持管理課

能都穴水線
鳳珠郡穴水町字鹿波四弐４番３地先から

鳳珠郡穴水町字鹿波四弐99番10番地先まで
〃

奥能登土木

総合事務所

維持管理課

石川県告示第84号
　電線共同溝の整備等に関する特別措置法（平成７年法律第39号）第３条第１項の規定により、電線共同溝を整備す
べき道路を次のとおり指定した。

　　平成26年３月14日
石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

道路の種類 路線名 区　　　　　　　間 指定年月日

県　道 金沢港線
金沢市長田一丁目165番地先から
金沢市中橋町９番地先までの上り線

平成26年３月14日
県　道 金沢田鶴浜線

金沢市長田町301番地先から
金沢市広岡二丁目1210番地先までの上下線
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石川県告示第85号
　車両制限令（昭和36年政令第265号）第３条第１項第２号イの規定により、通行する車両の長さ及び軸距に応じて
定める総重量の最高限度が最大25トンである道路を下記のとおり指定する。
　　平成26年３月14日

石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

１　指定する道路の種類、路線名及び区間

道路の種類 路線名 区　　　　　　　間

県　道 金沢田鶴浜線
河北郡内灘町字千鳥台四丁目２番２地先から

河北郡内灘町字大根布り251番１地先まで

２　指定する期日

　　平成26年４月１日

石川県告示第86号
　車両制限令（昭和36年政令第265号）第３条第１項第３号の規定により、通行する車両の高さの最高限度が4.1メー
トルである道路を下記のとおり指定し、併せて、同令第10条第１項の規定により、当該道路を通行する高さが3.8メー
トルを超え4.1メートル以下の車両の通行方法を下記のとおり定める。
　　平成26年３月14日

石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

１　指定する道路の種類、路線名及び区間

道路の種類 路線名 区　　　　　　　間

県　道 松任宇ノ気線
白山市中新保町311番地先から
白山市乾町157番４地先まで

県　道 金沢田鶴浜線
河北郡内灘町字千鳥台四丁目２番２地先から

河北郡内灘町字大根布り251番１地先まで

２　指定する期日

　　平成26年４月１日
３　通行方法

　　１の道路を通行する高さが3.8メートルを超え4.1メートル以下の車両は、次の通行方法によらなければならない。
　⑴　走行位置の指定

　　 　トンネル等の上空障害箇所では、車両又は車両に積載する貨物が建築限界を犯すおそれがあるので、車線から
はみ出さないよう走行するとともに、道路に隣接する施設等に出入りするためやむを得ず車線からはみ出す場合

は、標識や樹木等の上空障害物に接触しないよう十分に注意すること。

　⑵　後方警戒措置

　　 　後方車両に対して十分な車間距離を取らせ、交通の危険を防止するため、横寸法0.23メートル以上、縦寸法0.12
メートル以上（又は横寸法0.12メートル以上、縦寸法0.23メートル以上）の地が黒色の板等に黄色の反射塗料そ
の他反射性を有する材料で「背高」と表示した標識を、車両の後方の見やすい箇所に掲げること。

　⑶　道路情報の収集

　　 　道路状況は、工事の実施等により変化することがあるので、あらかじめ道路情報を収集し、上空障害箇所のな
いことを確認の上走行すること。

石川県告示第87号
　急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44年法律第57号）第３条第１項の規定により、次の区域を急
傾斜地崩壊危険区域に指定する。

　　平成26年３月14日
石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　
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１　大桑１号急傾斜地崩壊危険区域

　 　次に掲げる地番の土地に存する標柱１号から標柱８号までを順次直線で結んだ線、標柱８号から標柱12号までを
１級幹線79号法島・大桑線に沿って結んだ線、標柱12号から標柱14号までを順次直線で結んだ線並びに標柱14号及
び標柱１号を直線で結んだ線により囲まれた区域

標　　柱　　の　　所　　在　　地 標柱番号

金沢市長坂町丑14番４ １号

　〃　　〃　〃14番５ ２号

　〃　野田町９番１ ３号

　〃　　〃　　〃 ４号

　〃　　〃　　〃 ５号

　〃　　〃　　〃 ６号

　〃　平和町二丁目114番２ ７号

　〃　西大桑町501番 ８号

　〃　　 〃 　506番 ９号

　〃　　 〃 　601番 10号
　〃　大桑町平225番７ 11号
　〃　　〃　〃225番12 12号
　〃　　〃　〃225番３ 13号
　〃　　〃　〃226番６ 14号

（当該指定に係る関係図面は、石川県土木部砂防課及び石川県県央土木総合事務所河川砂防課に備え置いて縦覧に

供する。）

２　法島町２号急傾斜地崩壊危険区域

　 　次に掲げる地番の土地に存する標柱１号から標柱５号までを１級幹線79号法島・大桑線に沿って結んだ線、標柱
５号及び標柱６号を直線で結んだ線、標柱６号から標柱８号までを市道平和町二丁目線20号に沿って結んだ線、標
柱８号及び標柱９号を直線で結んだ線、標柱９号及び標柱10号を市道十一屋町線９号に沿って結んだ線、標柱10号
及び標柱11号を直線で結んだ線並びに標柱11号及び標柱１号を直線で結んだ線により囲まれた区域並びに標柱12号
及び標柱13号を一級幹線79号法島・大桑線に沿って結んだ線、標柱13号から標柱16号までを順次直線で結んだ線、
標柱16号及び標柱17号を市道平和町二丁目20号に沿って結んだ線、標柱17号から標柱20号までを順次直線で結んだ
線並びに標柱20号及び標柱12号を直線で結んだ線により囲まれた区域

標　　柱　　の　　所　　在　　地 標柱番号

金沢市法島町438番 １号

　〃　　〃　508番２ ２号

　〃　　〃　521番 ３号

　〃　　〃　533番３ ４号

　〃　　〃　539番１ ５号

　〃　平和町二丁目130番 ６号

　〃　　　 〃 　　163番３ ７号

　〃　法島町525番 ８号

　〃　十一屋町214番 ９号

　〃　　 〃 　101番 10号
　〃　法島町438番 11号
　〃　平和町二丁目58番２ 12号
　〃　法島町552番２ 13号
　〃　　〃　552番１ 14号
　〃　　〃　565番 15号
　〃　平和町二丁目63番 16号
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　〃　　　 〃 　　58番１ 17号
　〃　　　 〃 　　　〃 18号
　〃　　　 〃 　　58番２ 19号
　〃　　　 〃 　　　〃 20号

（当該指定に係る関係図面は、石川県土木部砂防課及び石川県県央土木総合事務所河川砂防課に備え置いて縦覧に

供する。）

３　脇田谷内１号急傾斜地崩壊危険区域

　 　次に掲げる地番の土地に存する標柱１号から標柱６号までを順次直線で結んだ線並びに標柱６号及び標柱１号を
直線で結んだ線により囲まれた区域

標　　柱　　の　　所　　在　　地 標柱番号

珠洲市若山町出田四壱部14番１ １号

　〃　飯田町イ部８番１ ２号

　〃　　〃　 〃 　〃 ３号

　〃　若山町出田四七部１番 ４号

　〃　　〃　 〃 　〃　 〃 ５号

　〃　　〃　 〃 四壱部７番 ６号

（当該指定に係る関係図面は、石川県土木部砂防課及び石川県奥能登土木総合事務所地域整備課に備え置いて縦覧

に供する。）

４　飯塚急傾斜地崩壊危険区域

　 　次に掲げる地番の土地に存する標柱１号から標柱22号までを順次直線で結んだ線並びに標柱22号及び標柱１号を
市道７号に沿って結んだ線により囲まれた区域

標　　柱　　の　　所　　在　　地 標柱番号

珠洲市正院町飯塚参部212番 １号

　〃　　　〃　　イ部32番１ ２号

　〃　　　〃　　 〃 62番２ ３号

　〃　　　〃　　 〃 　〃 ４号

　〃　　　〃　　 〃 　〃 ５号

　〃　　　〃　　 〃 　〃 ６号

　〃　　　〃　　 〃 61番 ７号

　〃　　　〃　　 〃 59番 ８号

　〃　　　〃　　 〃　〃 ９号

　〃　　　〃　　 〃 58番１ 10号
　〃　　　〃　　 〃 58番 11号
　〃　　　〃　　 〃 53番 12号
　〃　　　〃　　 〃　〃 13号
　〃　　　〃　　 〃 41番 14号
　〃　　　〃　　 〃 46番 15号
　〃　　　〃　　 〃 44番 16号
　〃　　　〃　　参部161番 17号
　〃　　　〃　　59番 18号
　〃　　　〃　　参部180番２ 19号
　〃　　　〃　　 〃 186番２ 20号
　〃　　　〃　　 〃 192番１ 21号
　〃　　　〃　　 〃 192番２ 22号

（当該指定に係る関係図面は、石川県土木部砂防課及び石川県奥能登土木総合事務所地域整備課に備え置いて縦覧
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に供する。）

入　札　公　告

　次のとおり一般競争入札を実施する。

　　平成26年３月14日
石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

１　一般競争入札に付する事項

　⑴　業務名

　　　石川県先天性代謝異常等スクリーニング検査業務

　⑵　履行期間

　　　平成26年４月１日から平成27年３月31日まで
　⑶　業務内容

　　　石川県先天性代謝異常等スクリーニング検査業務実施仕様書に記載のとおり

２　入札に参加する者に必要な資格に関する事項

　 　この入札に参加することができる者は、平成10年度以降石川県が発注する物品の製造の請負、物品の購入等の契
約に係る一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格並びに資格審査の申請の時期及び方法等（平成

９年石川県告示第581号）に基づき、平成26年度において競争入札参加者資格を有する者で、次に掲げる条件の全
てに該当するものであること。

　⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。
　⑵ 　入札参加資格確認申請書の提出期限の翌日から入札の日までのいずれの日においても県の指名停止措置を受け

ていない者であること。

　⑶　この公告に示す業務を履行できる経験、知識、能力、技術、手段等を有している者であること。

　⑷ 　この公告の日前５年間において、国、都道府県又は地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の19第１項に
規定する指定都市との間で先天性代謝異常等検査業務を元請業者として受託し、かつ、年間１万件を超える実績

がある者であること。

　⑸ 　この調達に係る検査業務部門責任者又は検査担当者のうち１名以上が日本マス・スクリーニング学会認定技術
者であること。

　⑹　一般財団法人日本公衆衛生協会による精度管理において、前年度の成績が良好であること。

３　入札参加資格の確認手続等

　 　入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書に関係書類等を添えて提出し、入札参加資格の確認を受
けなければならない。なお、⑴アの提出期間に入札参加資格確認申請書を提出しない者及び入札参加資格がないと

認められた者は、入札に参加することができない。

　⑴　入札参加資格確認申請書の提出期間等

　　ア　提出期間

　　　 　平成26年３月14日（金）午前９時から同月18日（火）午後５時まで（石川県の休日を定める条例（平成元年
石川県条例第16号）第１条第１項に規定する県の休日（以下「県の休日」という。）を除く。）

　　イ　提出場所

　　　　金沢市鞍月１丁目１番地

　　　　石川県健康福祉部少子化対策監室

　　ウ　提出方法

　　　　持参又は郵送（郵送の場合は、簡易書留とし、提出期間内必着とする。）

　⑵　入札参加資格の確認の結果の通知

　　　確認の結果の通知は、平成26年３月20日（木）までに入札参加資格確認結果通知書を郵送して行う。
４　入札参加資格確認申請書、仕様書等の交付

　⑴　入札参加資格確認申請書、仕様書等の交付場所及び問合せ先

　　　〒920－8580　金沢市鞍月１丁目１番地　石川県庁行政庁舎10階

公　　　　　　　　告
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　　　石川県健康福祉部少子化対策監室

　　　電話番号　076－225－1424（内線4077）　FAX番号　076－225－1423
　⑵　交付期間

　　　平成26年３月14日（金）午前９時から同月18日（火）午後５時まで（県の休日を除く。） 
５　入札の日時及び場所

　　平成26年３月25日（火）午後１時30分
　　石川県庁行政庁舎14階　1412会議室
６　入札方法

　 　入札金額は、１⑴の業務の１件当たりの単価の額を記載すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載
された金額に当該金額の100分の８に相当する金額を加算した額をもって落札価格とするので、入札は、消費税及
び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の108分の100に相
当する金額を入札書に記載すること。

７　落札者の決定方法

　 　石川県財務規則（昭和38年石川県規則第67号）第119条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低
の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

８　入札に関する注意事項

　⑴　入札に参加する者は、入札当日、入札参加資格確認結果通知書を提示すること。

　⑵　入札に参加する者は、仕様書、契約書案その他関係書類を熟覧の上、入札すること。

　⑶ 　入札参加資格を有すると認められた者が入札を希望しないときは、入札に参加しないことができる。この場合
において、県は、入札に参加しないことを理由に不利益な取扱いは行わない。

　⑷　郵便又は電報による入札を認めないので、入札参加者は、５に定める入札の日時及び場所に集合すること。

９　入札の無効

　 　この公告に示した入札に参加する資格のない者、入札参加資格の確認手続等を行わない者、入札に関する注意事
項を遵守しない者及び入札心得に違反した者のした入札書は、無効とする。

10　契約書作成の要否
　　要

11　入札保証金及び契約保証金
　　免除

12　その他
　　詳細は、入札説明書による。

大規模小売店舗立地法による意見の概要の公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第８条第１項及び第２項の規定による大規模小売店舗に関する意見
の概要は、次のとおりである。

　　平成26年３月14日
石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　バロー小松店

　　小松市北浅井町乙81ほか44筆
２　届出の内容及び届出の公告の日

　　内容 　大規模小売店舗の名称及び所在地、大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並び
に法人にあっては代表者の氏名の変更

　　公告日　平成25年11月１日
３　市町の意見の概要

　　市町名　小松市

　　意見の概要　意見なし

４　居住者等の意見の概要

　　居住者等の意見なし
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５　意見の縦覧場所

　　石川県商工労働部経営支援課及び石川県行政情報サービスセンター

６　意見の縦覧期間

　　平成26年３月14日から同年４月14日まで

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　バロー串店

　　小松市串町ス11番地１ほか27筆
２　届出の内容及び届出の公告の日

　　内容 　大規模小売店舗の名称及び所在地、大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並び
に法人にあっては代表者の氏名の変更

　　公告日　平成25年11月１日
３　市町の意見の概要

　　市町名　小松市

　　意見の概要　意見なし

４　居住者等の意見の概要

　　居住者等の意見なし

５　意見の縦覧場所

　　石川県商工労働部経営支援課及び石川県行政情報サービスセンター

６　意見の縦覧期間

　　平成26年３月14日から同年４月14日まで

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　バロー大聖寺店

　　加賀市大聖寺岡町ニ10
２　届出の内容及び届出の公告の日

　　内容 　大規模小売店舗の名称及び所在地、大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並び
に法人にあっては代表者の氏名の変更

　　公告日　平成25年11月１日
３　市町の意見の概要

　　市町名　加賀市

　　意見の概要

　⑴　騒音の発生に係る事項　

　　 　当該施設は、騒音規制法及び振動規制法に定める規制地域に該当するため、特定施設の設置又は特定建設作業
を行う場合は、環境課に届け出ること。

　⑵　廃棄物に係る事項

　　　廃棄物処理法その他関係法令等を遵守すること。

４　居住者等の意見の概要

　　居住者等の意見なし

５　意見の縦覧場所

　　石川県商工労働部経営支援課及び石川県行政情報サービスセンター

６　意見の縦覧期間

　　平成26年３月14日から同年４月14日まで

平成25年度後期技能検定合格者公告
　平成25年度後期技能検定に合格した者は、次のとおりである。
　　平成26年３月14日

石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　
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（特級）

鋳造

　　Ａ甲０００１　　　　Ａ甲０００２

金属熱処理

　　Ｂ０００１

機械加工

　　Ａ甲０００２　　　　Ａ甲００１０　　　　Ｂ０００７　　　　　Ｂ００１２　　　　　Ｂ００１３

　　Ｂ００１９　　　　　Ｂ００２０　　　　　Ｃ０００１

仕上げ

　　Ａ甲０００３　　　　Ｂ０００５　　　　　Ｂ０００７　　　　　Ｂ０００８

機械検査

　　Ａ甲０００３　　　　Ａ甲０００４　　　　Ｂ０００１　　　　　Ｂ０００２

機械保全

　　Ａ甲０００１　　　　Ａ甲０００２　　　　Ａ甲０００３　　　　Ａ甲０００５　　　　Ａ甲０００６

　　Ｂ０００１　　　　　Ｂ０００３　　　　　Ｂ０００４　　　　　Ｃ０００１

電子機器組立て

　　Ａ甲０００１

電気機器組立て

　　Ｂ０００１　　　　　Ｂ０００２

自動販売機調整

　　Ａ甲０００４　　　　Ａ甲０００７　　　　Ｂ０００６

空気圧装置組立て

　　Ｂ０００１

油圧装置調整

　　Ａ甲０００２

建設機械整備

　　Ａ甲０００１　　　　Ａ甲０００３　　　　Ａ甲０００４　　　　Ａ甲０００５　　　　Ａ甲０００６

　　Ｂ０００２　　　　　Ｂ０００４　　　　　Ｂ０００７

プラスチツク成形

　　Ａ甲０００２　　　　Ａ甲０００５　　　　Ａ甲０００６　　　　Ａ甲０００８　　　　Ａ甲０００９

（１級）

さく井

　パーカッション式さく井工事作業

　　Ａ甲０００１　　　　Ａ甲０００５　　　　Ａ甲０００６　　　　Ａ甲０００７　　　　Ｃ０００１

　　Ｃ０００２　　　　　Ｃ０００４

　ロータリー式さく井工事作業

　　Ｃ０００１

工場板金

　機械板金作業

　　Ａ甲０００１　　　　Ａ甲０００２　　　　Ａ甲０００３　　　　Ａ甲０００４

　数値制御タレットパンチプレス板金作業

　　Ａ甲０００１

機械検査

　機械検査作業

　　Ａ甲０００１　　　　Ａ甲０００５　　　　Ａ甲００１６　　　　Ｂ０００１　　　　　Ｂ０００２

　　Ｂ０００３　　　　　Ｂ０００５　　　　　Ｂ０００６　　　　　Ｃ０００５

機械保全

　機械系保全作業
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　　Ａ甲０００１　　　　Ａ甲００１４　　　　Ａ甲００１５　　　　Ａ甲００１６　　　　Ａ甲００１８

　　Ａ甲００１９　　　　Ａ甲００２０　　　　Ａ甲００２１　　　　Ａ甲００２３　　　　Ａ甲００２４

　　Ａ甲００２９　　　　Ａ甲００３０　　　　Ａ甲００３２　　　　Ａ甲００４２　　　　Ａ甲００４３

　　Ａ甲００４４　　　　Ａ甲００４６　　　　Ａ甲００４７　　　　Ａ甲００５０　　　　Ａ甲００５１

　　Ａ甲００５２　　　　Ｂ０００１　　　　　Ｂ０００３　　　　　Ｂ０００４　　　　　Ｃ００１０

　　Ｃ００１２　　　　　Ｃ００１７　　　　　Ｃ００１９　　　　　Ｃ００２０　　　　　Ｃ００２２

　　Ｄ０００１

　電気系保全作業

　　Ａ甲０００２　　　　Ａ甲０００６　　　　Ｂ０００１　　　　　Ｂ０００２　　　　　Ｃ０００１

　　Ｃ０００３　　　　　Ｃ０００４

　設備診断作業

　　Ｃ０００１　　　　　Ｃ０００２　　　　　Ｃ０００３

電子機器組立て

　電子機器組立て作業

　　Ｄ０００１

電気機器組立て

　シーケンス制御作業

　　Ａ甲０００２

半導体製品製造

　集積回路チップ製造作業

　　Ａ甲０００１　　　　Ａ甲０００２　　　　Ａ甲０００５　　　　Ａ甲００１１　　　　Ａ甲００１２

　　Ａ甲００１５　　　　Ａ甲００１６　　　　Ａ甲００１７　　　　Ｂ０００１　　　　　Ｃ０００１

　　Ｃ０００２　　　　　Ｃ０００５　　　　　Ｃ０００６

　集積回路組立て作業

　　Ａ甲０００２　　　　Ｃ０００１　　　　　Ｃ０００３

自動販売機調整

　自動販売機調整作業

　　Ａ甲０００１　　　　Ｂ０００２　　　　　Ｂ０００３

空気圧装置組立て

　空気圧装置組立て作業

　　Ａ甲０００１　　　　Ａ甲０００２　　　　Ａ甲０００３　　　　Ａ甲０００５　　　　Ａ甲０００６

　　Ａ甲０００７　　　　Ａ甲０００９　　　　Ａ甲００１０　　　　Ａ甲００１１　　　　Ａ甲００１２

油圧装置調整

　油圧装置調整作業

　　Ａ甲０００８　　　　Ａ甲０００９　　　　Ａ甲００１１　　　　Ａ甲００１２　　　　Ａ甲００１５

　　Ａ甲００１６　　　　Ａ甲００１７　　　　Ａ甲００１９　　　　Ａ甲００２０　　　　Ａ甲００２１

　　Ａ甲００２２　　　　Ａ甲００２３　　　　Ａ甲００２５　　　　Ａ甲００２６　　　　Ａ甲００２７

　　Ａ甲００２８　　　　Ａ甲００３３　　　　Ａ甲００３４　　　　Ａ甲００３６　　　　Ａ甲００３９

　　Ａ甲００４０　　　　Ｂ０００１　　　　　Ｂ０００３　　　　　Ｂ０００４　　　　　Ｃ０００１

　　Ｃ０００２　　　　　Ｃ０００３　　　　　Ｃ０００４　　　　　Ｃ０００６　　　　　Ｃ０００７

　　Ｃ０００９

農業機械整備

　農業機械整備作業

　　Ａ甲０００１　　　　Ａ甲０００２　　　　Ａ甲０００３　　　　Ａ甲０００４　　　　Ａ甲０００５

　　Ａ甲０００６　　　　Ａ甲０００８　　　　Ａ甲０００９　　　　Ａ甲００１２　　　　Ａ甲００１４

　　Ａ甲００１５　　　　Ｂ０００１　　　　　Ｃ０００１

冷凍空気調和機器施工

　冷凍空気調和機器施工作業
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　　Ａ甲０００６　　　　Ｂ０００３　　　　　Ｂ０００４　　　　　Ｃ０００４　　　　　Ｃ０００５

和裁

　和服製作作業

　　Ｃ０００１

パン製造

　パン製造作業

　　Ａ甲０００１　　　　Ａ甲０００２　　　　Ａ甲０００４　　　　Ａ甲０００５　　　　Ａ甲０００６

　　Ａ甲０００７　　　　Ａ甲０００８　　　　Ａ甲０００９　　　　Ａ甲００１０　　　　Ａ甲００１１

　　Ａ甲００１２　　　　Ａ甲００１３

建築大工

　大工工事作業

　　Ａ甲０００３　　　　Ａ甲０００４　　　　Ａ甲０００７　　　　Ａ甲００１２　　　　Ａ甲００１３

　　Ａ甲００１５　　　　Ｃ０００１　　　　　Ｃ０００５

かわらぶき

　かわらぶき作業

　　Ａ甲０００１　　　　Ａ甲０００３　　　　Ａ甲０００４　　　　Ａ甲０００５　　　　Ａ甲０００７

　　Ｃ０００１

配管

　建築配管作業

　　Ａ甲０００３　　　　Ａ甲０００４　　　　Ａ甲０００５　　　　Ａ甲０００６　　　　Ａ甲０００７

　　Ａ甲０００８　　　　Ａ甲００１３　　　　Ａ甲００１４　　　　Ａ甲００１６　　　　Ａ甲００１７

　　Ａ甲００１９　　　　Ｃ０００１　　　　　Ｃ０００２

厨房設備施工

　厨房設備施工作業

　　Ａ甲０００１　　　　Ａ甲０００４

型枠施工

　型枠工事作業

　　Ａ甲０００６　　　　Ａ甲０００８　　　　Ａ甲００１０　　　　Ａ甲００１１　　　　Ａ甲００１５

　　Ａ甲００１６　　　　Ａ甲００１７　　　　Ａ甲００２５　　　　Ｂ０００１　　　　　Ｃ０００１

　　Ｃ０００２　　　　　Ｃ０００３

鉄筋施工

　鉄筋施工図作成作業

　　Ｃ０００３　　　　　Ｃ００１０　　　　　Ｃ００１１　　　　　Ｃ００１２　　　　　Ｃ００１３

　　Ｃ００１４　　　　　Ｃ００１５　　　　　Ｃ００１６　　　　　Ｃ００１７　　　　　Ｃ００１８

　　Ｃ００２０　　　　　Ｃ００２２　　　　　Ｃ００２３　　　　　Ｃ００２４　　　　　Ｃ００２５

　　Ｃ００２６

　鉄筋組立て作業

　　Ａ甲０００２　　　　Ａ甲０００３　　　　Ａ甲０００４　　　　Ａ甲０００８　　　　Ａ甲０００９

　　Ｂ０００１　　　　　Ｂ０００２　　　　　Ｂ０００４　　　　　Ｂ０００６

コンクリート圧送施工

　コンクリート圧送工事作業

　　Ａ甲０００１

防水施工

　アスファルト防水工事作業

　　Ｃ０００１　　　　　Ｃ０００２

　塩化ビニル系シート防水工事作業

　　Ａ甲０００１　　　　Ｃ０００４　　　　　Ｃ０００５

　改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業
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　　Ｃ０００２　　　　　Ｃ０００３

自動ドア施工

　自動ドア施工作業

　　Ａ甲０００１

ガラス施工

　ガラス工事作業

　　Ａ甲０００１

機械・プラント製図

　機械製図ＣＡＤ作業

　　Ａ甲０００６　　　　Ａ甲０００７　　　　Ｃ０００７　　　　　Ｃ００１２

電気製図

　配電盤・制御盤製図作業

　　Ａ甲０００１　　　　Ａ甲０００３

塗装

　鋼橋塗装作業

　　Ａ甲０００１　　　　Ｃ０００１　　　　　Ｃ０００２　　　　　Ｃ０００３　　　　　Ｃ０００４

　　Ｃ０００６　　　　　Ｃ０００７　　　　　Ｃ０００９

舞台機構調整

　音響機構調整作業

　　Ａ甲０００１　　　　Ａ甲０００３　　　　Ｂ０００１　　　　　Ｃ０００１

（単一等級）

樹脂接着剤注入施工

　樹脂接着剤注入工事作業

　　Ａ甲０００１　　　　Ａ甲０００２　　　　Ｃ０００１

バルコニー施工

　金属製バルコニー工事作業

　　Ａ甲０００３

（２級）

さく井

　ロータリー式さく井工事作業

　　Ａ甲０００１

工場板金

　機械板金作業

　　Ａ甲０００１　　　　Ａ甲０００２　　　　Ａ甲０００４　　　　Ａ甲０００６　　　　Ａ甲０００７

　　Ａ甲０００８　　　　Ａ甲００１０　　　　Ｃ０００１

機械検査

　機械検査作業

　　Ａ甲０００１　　　　Ａ甲０００３　　　　Ａ甲０００４　　　　Ａ甲０００７　　　　Ａ甲０００８

　　Ａ甲０００９　　　　Ａ甲００１１　　　　Ａ甲００１２　　　　Ａ甲００１７　　　　Ａ甲００２０

　　Ａ甲００２３　　　　Ａ甲００２４　　　　Ａ甲００３５　　　　Ａ甲００３６　　　　Ａ甲００４０

　　Ａ甲００４７　　　　Ａ甲００４８　　　　Ａ甲００４９　　　　Ａ甲００５０　　　　Ａ甲００５１

　　Ａ甲００５２　　　　Ｂ０００４　　　　　Ｂ０００５　　　　　Ｂ０００６　　　　　Ｂ００１０

　　Ｃ０００１　　　　　Ｃ０００２　　　　　Ｃ０００３　　　　　Ｃ０００４　　　　　Ｃ０００５

　　Ｃ０００６　　　　　Ｃ０００７　　　　　Ｃ０００８　　　　　Ｃ０００９　　　　　Ｃ００１０

　　Ｃ００１２　　　　　Ｃ００１４　　　　　Ｃ００１７　　　　　Ｃ００１８　　　　　Ｃ００１９

機械保全

　機械系保全作業

　　Ａ甲０００２　　　　Ａ甲０００８　　　　Ａ甲０００９　　　　Ａ甲００１３　　　　Ａ甲００１４
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　　Ａ甲００１９　　　　Ａ甲００２０　　　　Ａ甲００２１　　　　Ａ甲００２２　　　　Ａ甲００２３

　　Ａ甲００２４　　　　Ａ甲００２７　　　　Ａ甲００２８　　　　Ａ甲００３３　　　　Ａ甲００３５

　　Ａ甲００３７　　　　Ａ甲００３８　　　　Ａ甲００３９　　　　Ａ甲００４３　　　　Ａ甲００４５

　　Ａ甲００４６　　　　Ａ甲００５１　　　　Ａ甲００５２　　　　Ａ甲００５７　　　　Ａ甲００６０

　　Ａ甲００６１　　　　Ａ甲００６７　　　　Ａ甲００７０　　　　Ａ甲００７４　　　　Ａ甲００８２

　　Ａ甲００８４　　　　Ａ甲００８５　　　　Ａ甲００８６　　　　Ａ甲００８７　　　　Ａ甲００８８

　　Ａ甲００９５　　　　Ａ甲００９７　　　　Ａ甲０１０１　　　　Ａ甲０１０２　　　　Ａ甲０１０６

　　Ｂ０００４　　　　　Ｂ０００５　　　　　Ｂ０００７　　　　　Ｂ０００９　　　　　Ｃ０００２

　　Ｃ０００５　　　　　Ｃ０００９　　　　　Ｃ００１３　　　　　Ｃ００１４　　　　　Ｃ００１５

　　Ｃ００１６　　　　　Ｃ００１９　　　　　Ｃ００２１　　　　　Ｃ００２２　　　　　Ｃ００２８

　　Ｃ００２９　　　　　Ｃ００３１　　　　　Ｃ００３２　　　　　Ｃ００３３　　　　　Ｃ００３４

　電気系保全作業

　　Ａ甲０００１　　　　Ａ甲０００７　　　　Ａ甲００１０　　　　Ａ甲００１１　　　　Ａ甲００１３

　　Ａ甲００２１　　　　Ａ甲００２２　　　　Ａ甲００２５　　　　Ａ甲００２８　　　　Ａ甲００２９

　　Ａ甲００３２　　　　Ｃ０００２　　　　　Ｃ０００７　　　　　Ｃ００１２　　　　　Ｃ００１４

　　Ｃ００１５

　設備診断作業

　　Ｃ０００１　　　　　Ｃ０００２

電気機器組立て

　シーケンス制御作業

　　Ａ甲０００３　　　　Ａ甲０００４　　　　Ｃ０００１

半導体製品製造

　集積回路チップ製造作業

　　Ａ甲０００１　　　　Ａ甲０００４　　　　Ａ甲０００７　　　　Ａ甲０００９　　　　Ａ甲００１０

　　Ｂ０００２　　　　　Ｃ０００１　　　　　Ｃ０００３　　　　　Ｃ０００４　　　　　Ｃ０００５

　　Ｃ０００６

自動販売機調整

　自動販売機調整作業

　　Ａ甲０００２　　　　Ａ甲０００７　　　　Ｂ０００３　　　　　Ｃ０００１

時計修理

　時計修理作業

　　Ａ甲０００１

空気圧装置組立て

　空気圧装置組立て作業

　　Ａ甲０００２　　　　Ａ甲０００３　　　　Ａ甲０００４　　　　Ａ甲０００５　　　　Ａ甲０００７

　　Ａ甲０００８　　　　Ａ甲０００９　　　　Ａ甲００１０　　　　Ａ甲００１１　　　　Ａ甲００１４

　　Ａ甲００１５　　　　Ａ甲００１７　　　　Ａ甲００２２　　　　Ａ甲００２３　　　　Ａ甲００２４

　　Ａ甲００２５　　　　Ａ甲００２９　　　　Ａ甲００３０　　　　Ａ甲００３１　　　　Ａ甲００３４

　　Ａ甲００３５　　　　Ｂ０００１

油圧装置調整

　油圧装置調整作業

　　Ａ甲０００１　　　　Ａ甲００１２　　　　Ａ甲００１３　　　　Ａ甲００２１　　　　Ａ甲００２４

　　Ａ甲００２５　　　　Ａ甲００２７　　　　Ａ甲００２９　　　　Ａ甲００３１　　　　Ａ甲００３６

　　Ａ甲００３７　　　　Ａ甲００３８　　　　Ａ甲００４１　　　　Ａ甲００４７　　　　Ａ甲００４８

　　Ｂ０００３　　　　　Ｂ０００４　　　　　Ｂ０００６　　　　　Ｃ０００２　　　　　Ｃ０００６

　　Ｃ０００７

農業機械整備

　農業機械整備作業
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　　Ａ甲０００１　　　　Ａ甲０００２　　　　Ａ甲０００３　　　　Ａ甲０００４　　　　Ａ甲０００５

　　Ａ甲０００６　　　　Ａ甲０００７　　　　Ａ甲０００８　　　　Ａ甲０００９　　　　Ａ甲００１０

　　Ａ甲００１２

冷凍空気調和機器施工

　冷凍空気調和機器施工作業

　　Ａ甲０００２　　　　Ａ甲０００５　　　　Ａ甲０００６　　　　Ａ甲００１３　　　　Ａ甲００１６

　　Ｂ０００１　　　　　Ｂ０００２　　　　　Ｂ０００３

和裁

　和服製作作業

　　Ａ甲０００１　　　　Ａ甲０００２　　　　Ａ甲０００３　　　　Ｃ０００１　　　　　Ｃ０００２

　　Ｃ０００３　　　　　Ｃ０００４

帆布製品製造

　帆布製品製造作業

　　Ａ甲０００１　　　　Ａ甲０００２

プラスチツク成形

　射出成形作業

　　Ｃ０００１

パン製造

　パン製造作業

　　Ａ甲０００２　　　　Ａ甲０００３　　　　Ｂ０００２

酒造

　清酒製造作業

　　Ａ甲０００１

建築大工

　大工工事作業

　　Ａ甲０００２

かわらぶき

　かわらぶき作業

　　Ａ甲０００１　　　　Ｃ０００１

配管

　建築配管作業

　　Ａ甲０００１　　　　Ａ甲０００２　　　　Ａ甲０００３　　　　Ａ甲０００５　　　　Ａ甲０００７

　　Ａ甲０００８　　　　Ａ甲０００９　　　　Ｂ０００１　　　　　Ｃ０００１

型枠施工

　型枠工事作業

　　Ａ甲０００１

鉄筋施工

　鉄筋組立て作業

　　Ａ甲０００１　　　　Ａ甲０００２　　　　Ａ甲０００５

コンクリート圧送施工

　コンクリート圧送工事作業

　　Ａ甲０００２　　　　Ａ甲０００３　　　　Ｃ０００１

防水施工

　アスファルト防水工事作業

　　Ａ甲０００１

ガラス施工

　ガラス工事作業

　　Ａ甲０００２
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機械・プラント製図

　機械製図ＣＡＤ作業

　　Ａ甲００１３

電気製図

　配電盤・制御盤製図作業

　　Ａ甲０００１　　　　Ａ甲０００２　　　　Ａ甲０００３　　　　Ａ甲０００５　　　　Ａ甲０００６

金属材料試験

　組織試験作業

　　Ａ甲０００２　　　　Ａ甲０００３

塗装

　鋼橋塗装作業

　　Ａ甲０００１　　　　Ａ甲０００２

舞台機構調整

　音響機構調整作業

　　Ａ甲０００１　　　　Ａ甲０００３　　　　Ａ甲０００４　　　　Ａ甲０００７　　　　Ｃ０００１

工業包装

　工業包装作業

　　Ａ甲０００１　　　　Ａ甲０００５　　　　Ｂ０００１

（３級）

造園

　造園工事作業

　　Ａ甲０００１　　　　Ａ甲０００２　　　　Ａ甲０００４　　　　Ａ甲０００５　　　　Ａ甲０００６

　　Ａ甲０００７　　　　Ａ甲０００８　　　　Ａ甲０００９　　　　Ａ甲００１０　　　　Ａ甲００１１

　　Ａ甲００１２　　　　Ａ甲００１３

機械加工

　普通旋盤作業

　　Ａ甲０００１　　　　Ａ甲０００２　　　　Ａ甲０００３　　　　Ａ甲０００４　　　　Ａ甲０００５

　　Ａ甲０００７　　　　Ａ甲０００９　　　　Ａ甲００１２　　　　Ａ甲００１３　　　　Ａ甲００１４

　　Ａ甲００１５　　　　Ａ甲００１６　　　　Ａ甲００１８　　　　Ａ甲００１９　　　　Ａ甲００２０

　　Ａ甲００２１　　　　Ａ甲００２２　　　　Ａ甲００２３　　　　Ａ甲００２４　　　　Ａ甲００２５

　　Ａ甲００２６　　　　Ａ甲００２７　　　　Ａ甲００２８　　　　Ａ甲００２９　　　　Ａ甲００３０

　　Ａ甲００３１　　　　Ａ甲００３３　　　　Ａ甲００３４　　　　Ａ甲００３５　　　　Ａ甲００３６

　　Ａ甲００３８　　　　Ａ甲００３９　　　　Ａ甲００４０　　　　Ａ甲００４１　　　　Ａ甲００４２

　　Ａ甲００４３　　　　Ａ甲００４４　　　　Ａ甲００４５　　　　Ａ甲００４６　　　　Ａ甲００４７

　　Ａ甲００４８　　　　Ａ甲００４９　　　　Ａ甲００５０　　　　Ａ甲００５１　　　　Ａ甲００５２

　　Ａ甲００５３　　　　Ａ甲００５４　　　　Ａ甲００５５　　　　Ａ甲００５６　　　　Ｂ０００１

　　Ｂ０００２　　　　　Ｂ０００３　　　　　Ｂ０００４　　　　　Ｃ０００１　　　　　Ｃ０００２

　　Ｃ０００３　　　　　Ｃ０００４

　フライス盤作業

　　Ｄ０００１　　　　　Ｄ０００２　　　　　Ｄ０００３　　　　　Ｄ０００４　　　　　Ｄ０００５

　　Ｄ０００６　　　　　Ｄ０００７　　　　　Ｄ０００８　　　　　Ｄ０００９　　　　　Ｄ００１０

　　Ｄ００１１

機械検査

　機械検査作業

　　Ａ甲０００１　　　　Ａ甲０００２　　　　Ａ甲０００３　　　　Ａ甲０００４　　　　Ａ甲０００５

　　Ａ甲０００６　　　　Ａ甲０００７　　　　Ａ甲０００８　　　　Ａ甲０００９　　　　Ａ甲００１１

　　Ａ甲００１２　　　　Ａ甲００１３　　　　Ａ甲００１４　　　　Ａ甲００１５　　　　Ａ甲００１６

　　Ａ甲００１７　　　　Ａ甲００１８　　　　Ａ甲００１９　　　　Ａ甲００２０　　　　Ａ甲００２１
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　　Ａ甲００２２　　　　Ａ甲００２３　　　　Ａ甲００２４　　　　Ａ甲００２５　　　　Ａ甲００２６

　　Ａ甲００２７　　　　Ａ甲００２８　　　　Ａ甲００２９　　　　Ａ甲００３１　　　　Ａ甲００３２

　　Ａ甲００３３　　　　Ａ甲００３５　　　　Ａ甲００３７　　　　Ａ甲００３８　　　　Ａ甲００３９

　　Ａ甲００４１　　　　Ａ甲００４２　　　　Ａ甲００４３　　　　Ａ甲００４４　　　　Ａ甲００４５

　　Ａ甲００４６　　　　Ａ甲００４７　　　　Ａ甲００４９　　　　Ａ甲００５０　　　　Ａ甲００５１

　　Ａ甲００５２　　　　Ａ甲００５３　　　　Ａ甲００５５　　　　Ａ甲００５６　　　　Ａ甲００５８

　　Ａ甲００５９　　　　Ａ甲００６０　　　　Ａ甲００６１　　　　Ａ甲００６２　　　　Ａ甲００６４

　　Ａ甲００６５　　　　Ａ甲００６６　　　　Ａ甲００６７　　　　Ａ甲００６９　　　　Ａ甲００７１

　　Ａ甲００７２　　　　Ａ甲００７３　　　　Ａ甲００７５　　　　Ａ甲００７６　　　　Ａ甲００７７

　　Ａ甲００７８　　　　Ａ甲００７９　　　　Ａ甲００８０　　　　Ａ甲００８１　　　　Ａ甲００８３

　　Ａ甲００８４　　　　Ａ甲００８７　　　　Ａ甲００８８　　　　Ａ甲００８９　　　　Ａ甲００９１

　　Ａ甲００９４　　　　Ａ甲００９５　　　　Ａ甲００９６　　　　Ａ甲００９７　　　　Ａ甲００９８

　　Ａ甲００９９　　　　Ａ甲０１００　　　　Ａ甲０１０１　　　　Ａ甲０１０２　　　　Ａ甲０１０３

　　Ａ甲０１０４　　　　Ａ甲０１０５　　　　Ａ甲０１０６　　　　Ａ甲０１０７　　　　Ａ甲０１０８

　　Ａ甲０１０９　　　　Ａ甲０１１０　　　　Ａ甲０１１１　　　　Ａ甲０１１２　　　　Ａ甲０１１３

　　Ａ甲０１１４　　　　Ａ甲０１１５　　　　Ａ甲０１１６　　　　Ａ甲０１１７　　　　Ａ甲０１１８

　　Ａ甲０１１９　　　　Ａ甲０１２０　　　　Ａ甲０１２１　　　　Ａ甲０１２２　　　　Ａ甲０１２３

　　Ａ甲０１２４　　　　Ａ甲０１２５　　　　Ａ甲０１２６　　　　Ａ甲０１２７　　　　Ａ甲０１２８

　　Ａ甲０１２９　　　　Ａ甲０１３０　　　　Ａ甲０１３１　　　　Ａ甲０１３５　　　　Ａ甲０１３６

　　Ａ甲０１３７　　　　Ａ甲０１３８　　　　Ａ甲０１３９　　　　Ａ甲０１４０　　　　Ａ甲０１４３

　　Ａ甲０１４５　　　　Ａ甲０１４６　　　　Ａ甲０１４７　　　　Ａ甲０１４９　　　　Ａ甲０１５０

　　Ａ甲０１５１　　　　Ａ甲０１５２　　　　Ａ甲０１５３　　　　Ａ甲０１５５　　　　Ａ甲０１５６

　　Ａ甲０１５７　　　　Ａ甲０１５８　　　　Ａ甲０１５９　　　　Ａ甲０１６２　　　　Ａ甲０１６３

　　Ａ甲０１６４　　　　Ａ甲０１６５　　　　Ａ甲０１６６　　　　Ａ甲０１６７　　　　Ａ甲０１６８

　　Ａ甲０１６９　　　　Ａ甲０１７１　　　　Ａ甲０１７２　　　　Ａ甲０１７３　　　　Ａ甲０１７５

　　Ａ甲０１７７　　　　Ａ甲０１７８　　　　Ａ甲０１８３　　　　Ａ甲０１８５　　　　Ａ甲０１８６

　　Ａ甲０１８９　　　　Ａ甲０１９０　　　　Ａ甲０１９２　　　　Ａ甲０１９３　　　　Ａ甲０１９５

　　Ａ甲０１９８　　　　Ａ甲０２０１　　　　Ｂ０００１　　　　　Ｂ０００２　　　　　Ｂ０００３

　　Ｂ０００４　　　　　Ｂ０００５　　　　　Ｂ０００７　　　　　Ｂ０００８　　　　　Ｂ０００９

　　Ｂ００１０　　　　　Ｂ００１１　　　　　Ｂ００１２　　　　　Ｂ００１３　　　　　Ｂ００１４

　　Ｂ００１５　　　　　Ｂ００１６　　　　　Ｂ００１７　　　　　Ｂ００１８　　　　　Ｂ００１９

　　Ｂ００２０　　　　　Ｂ００２１　　　　　Ｂ００２２　　　　　Ｂ００２３　　　　　Ｂ００２４

　　Ｃ０００１　　　　　Ｃ０００２　　　　　Ｃ０００３　　　　　Ｃ０００４

電気機器組立て

　配電盤・制御盤組立て作業

　　Ａ甲０００１　　　　Ａ甲０００２　　　　Ａ甲０００３　　　　Ａ甲０００４　　　　Ａ甲０００５

　　Ａ甲０００６　　　　Ａ甲０００７　　　　Ａ甲０００８　　　　Ａ甲０００９　　　　Ａ甲００１０

　　Ａ甲００１１　　　　Ａ甲００１２　　　　Ａ甲００１３　　　　Ａ甲００１４　　　　Ａ甲００１５

　シーケンス制御作業

　　Ａ甲０００１　　　　Ａ甲０００２　　　　Ａ甲０００３　　　　Ａ甲０００４　　　　Ａ甲０００５

　　Ａ甲０００６　　　　Ａ甲０００７　　　　Ａ甲０００８　　　　Ａ甲０００９　　　　Ａ甲００１０

　　Ａ甲００１１　　　　Ａ甲００１２　　　　Ａ甲００１３　　　　Ａ甲００１４　　　　Ａ甲００１５

　　Ａ甲００１６　　　　Ａ甲００１７　　　　Ａ甲００１８　　　　Ａ甲００１９　　　　Ａ甲００２０

　　Ａ甲００２１　　　　Ａ甲００２２　　　　Ａ甲００２３　　　　Ａ甲００２５　　　　Ａ甲００２６

　　Ａ甲００２７　　　　Ａ甲００２８　　　　Ａ甲００２９　　　　Ａ甲００３０　　　　Ａ甲００３１

　　Ａ甲００３２　　　　Ａ甲００３３　　　　Ａ甲００３４　　　　Ａ甲００３５　　　　Ａ甲００３６

　　Ａ甲００３７　　　　Ａ甲００３８　　　　Ａ甲００３９　　　　Ａ甲００４０　　　　Ａ甲００４１

　　Ａ甲００４４　　　　Ａ甲００４５　　　　Ａ甲００４６　　　　Ａ甲００４７　　　　Ａ甲００４８
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　　Ａ甲００４９　　　　Ａ甲００５０　　　　Ａ甲００５１　　　　Ａ甲００５２　　　　Ａ甲００５６

　　Ａ甲００５７　　　　Ａ甲００５８　　　　Ａ甲００６０　　　　Ａ甲００６１　　　　Ａ甲００６９

　　Ｃ０００１

プリント配線板製造

　プリント配線板設計作業

　　Ａ甲０００１

時計修理

　時計修理作業

　　Ａ甲０００１　　　　Ａ甲０００２　　　　Ａ甲０００３

冷凍空気調和機器施工

　冷凍空気調和機器施工作業

　　Ａ甲０００１

和裁

　和服製作作業

　　Ａ甲０００１　　　　Ａ甲０００２　　　　Ａ甲０００３　　　　Ａ甲０００４

プラスチツク成形

　射出成形作業

　　Ａ甲０００１　　　　Ａ甲０００２　　　　Ａ甲０００３

建築大工

　大工工事作業

　　Ａ甲０００８　　　　Ａ甲０００９

電気製図

　配電盤・制御盤製図作業

　　Ａ甲０００１　　　　Ａ甲０００２　　　　Ａ甲０００３　　　　Ａ甲０００６　　　　Ａ甲０００７

　　Ｃ０００１

農業委員会が行う交換分合計画の認可公告

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第98条第８項の規定により、交換分合計画を次のとおり認可した。
　　平成26年３月14日

石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

交換分合を行う者の名称 地　　　区　　　名 認可年月日

七 尾 市 農 業 委 員 会 高 階 地 区 平成26年３月６日

経営規模等評価の申請及び総合評定値の請求に関する公告

　建設業法施行規則（昭和24年建設省令第14号。以下「省令」という。）第19条の６第１項及び第21条の２第１項の
規定により、平成26年に行う建設業法（昭和24年法律第100号。以下「法」という。）第27条の26第１項の規定による
経営規模等評価の申請及び法第27条の29第１項の規定による総合評定値の請求（以下「申請」という。）の時期及び
方法等に関し必要な事項を次のとおり定めた。

　　平成26年３月14日
石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

１　審査基準日

　 　審査の基準となる日（以下「審査基準日」という。）は、平成25年10月１日から平成26年９月30日までの間の決
算日とする。ただし、新規設立業者で当該対象期間に決算日を有しないものの審査基準日は、個人にあっては事業

開始の日、法人にあっては設立の日とする。

２　申請の時期

　　次に掲げる審査基準日の区分に応じ、それぞれに掲げる期間内で知事が指定する日時とする。
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　⑴　平成25年10月１日から同月31日までの間に審査基準日を有するもの　平成26年４月まで
　⑵　平成25年11月１日から同月30日までの間に審査基準日を有するもの　平成26年５月まで
　⑶　平成25年12月１日から同月31日までの間に審査基準日を有するもの　平成26年６月まで
　⑷　平成26年１月１日から同年２月28日までの間に審査基準日を有するもの　同年７月まで
　⑸　平成26年３月１日から同月31日までの間に審査基準日を有するもの　同年８月まで
　⑹　平成26年４月１日から同月30日までの間に審査基準日を有するもの　同年９月まで
　⑺　平成26年５月１日から同年６月30日までの間に審査基準日を有するもの　同年10月まで
　⑻　平成26年７月１日から同年８月31日までの間に審査基準日を有するもの　同年11月まで
　⑼　平成26年９月１日から同月30日までの間に審査基準日を有するもの　同年12月まで
　⑽ 　特別の事由により、⑴から⑼までに掲げる申請期間内に申請することが困難な者については、随時に申請する
ことができるものとする。

３　申請の方法等

　⑴ 　申請をしようとする者は、審査を希望する月の前月末日までに石川県土木部監理課建設業振興グループに往復
はがきにより申し込むこと。

　⑵ 　４に掲げる申請書類等は、郵送による受付を行わないので、別途知事が指定する日時に指定する場所に持参す
ること。

４　申請書類等

　⑴　申請書等及び添付書類

　　ア　申請書及び請求書

　　　　省令別記様式第25号の11により作成すること。
　　イ　添付書類

　　　ア　省令第19条の８第１項に規定する書類
　　　イ　省令第19条の５に規定する書類（総合評定値を請求する場合）
　　　ウ　石川県土木部発行の「経営規模等評価等申請の手引き」において提出を求める書類
　⑵　提示書類

　　　石川県土木部発行の「経営規模等評価等申請の手引き」において提示を求める書類

５　手数料の額及び納付方法

　⑴　手数料の額

　　　石川県手数料条例（平成12年石川県条例第７号）別表15の項に定める額
　⑵　納付方法

　　　石川県証紙を使用料（手数料）納入票に貼付して提出すること。

　⑶　再審査に係る手数料等

　　 　法第27条の28又は省令第20条第２項に規定する再審査の申立てについて総合評定値の請求を行っていた者につ
いては、再審査においても総合評定値を通知することとし、⑴にかかわらず、総合評定値の請求に係る手数料は、

徴収しないこととする。

６　結果等の通知

　　経営規模等評価結果及び総合評定値の通知は、申請者宛に郵送する。

７　国土交通大臣に対してする申請の時期及び方法

　⑴　申請の時期

　　　２に定める期間内

　⑵　申請の方法

　　　国土交通大臣が定める申請書類等を、石川県土木部監理課建設業振興グループに持参すること。

８　問合せ先

　　石川県土木部監理課建設業振興グループ

　　金沢市鞍月１丁目１番地

　　電話番号　076－225－1712



20 平成 26年３月 14日（金曜日） 第 1 2 6 7 9 号石　川　県　公　報
　 石 川 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　 平 成 二 十 六 年 三 月 十 四 日

石 　 川 　 県 　 公 　 安 　 委 　 員 　 会 　

石 川 県 公 安 委 員 会 規 則 第 一 号

　 　 　 石 川 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 石 川 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 （ 昭 和 三 十 五 年 石 川 県 公 安 委 員 会 規 則 第 十 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 十 条 の 表 県 道 松 任 宇 ノ 気 線 の 項 区 間 の 欄 を 次 の よ う に 改 め る 。

金 沢 市 専 光 寺 町 ル 八 十 六 の 一 か ら 金 沢 市 湊 三 丁 目 六 十 番 ま で

白 山 市 乾 町 百 五 十 七 番 四 地 か ら 金 沢 市 寺 中 町 イ 一 番 五 地 ま で

　 第 十 条 の 表 県 道 金 沢 田 鶴 浜 線 の 項 区 間 の 欄 を 次 の よ う に 改 め る 。

金 沢 市 西 念 四 丁 目 二 千 四 百 二 十 二 番 か ら 金 沢 市 湊 四 丁 目 十 三 番 二 ま で

金 沢 市 湊 三 丁 目 一 番 十 六 か ら 金 沢 市 粟 崎 町 一 丁 目 九 十 一 番 一 ま で

金 沢 市 粟 崎 町 五 丁 目 二 番 地 か ら 七 尾 市 大 津 町 南 椎 木 谷 五 番 一 地 ま で

河 北 郡 内 灘 町 字 千 鳥 台 四 丁 目 二 番 二 地 か ら 河 北 郡 内 灘 町 字 大 根 布 り 二 百 五 十 一 番 一 地 ま で

　 第 十 条 の 表 に 次 の よ う に 加 え る 。

白 山 市 道 松 任 あ さ ひ 線 白 山 市 中 新 保 町 五 十 二 番 一 地 か ら 白 山 市 宮 永 町 二 千 九 十 六 番 一 地 ま で

　 第 三 十 四 条 の 三 を 次 の よ う に 改 め る 。

（ 国 外 運 転 免 許 証 の 交 付 申 請 ）

第 三 十 四 条 の 三 　 法 第 百 七 条 の 七 第 二 項 の 規 定 に よ る 国 外 運 転 免 許 証 の 交 付 申 請 は 、 運 転 免 許 課 長 又 は 住 所 地 を 管 轄

す る 警 察 署 長 を 経 由 し て 行 わ な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 金 沢 市 、 か ほ く 市 、 河 北 郡 に 住 所 を 有 す る 者 は 、 運 転 免

許 課 長 を 経 由 し て 行 わ な け れ ば な ら な い 。

　 　 　 附 　 則

　 こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 六 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

石川県公安委員会告示第25号
　道路交通法（昭和35年法律第105号）第108条の29第１項の規定により、次の地域交通安全活動推進委員を委嘱した
ので、地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則（平成２年国家公安員会規則第

７号）第１条第２項の規定により告示する。

　　平成26年３月14日
石 川 県 公 安 委 員 会　

平成26年度地域交通安全活動推進委員
石 川 県 公 安 委 員 会　

活動区域管轄警察署 氏　　　名 住　　　所 委嘱年月日

金 沢 中 警 察 署 水　口　丈　夫 金沢市 平成26年４月１日
関　澤　　　進 金沢市

高　田　千恵子 金沢市

平　野　正　盛 金沢市

佐　渡　和　明 金沢市

山　下　茂　男 金沢市

金　森　廣　悦 金沢市

中　立　利　秋 金沢市

公　安　委　員　会
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源　　　正　弘 金沢市

田　中　妙　子 金沢市

岩　井　重　哲 金沢市

竹　本　健　一 金沢市

窪　田　　　篤 金沢市

金 沢 東 警 察 署 関　　　　　仁 白山市

的　場　暎　夫 金沢市

杉　村　茂　一 加賀市

太　田　治　郎 金沢市

坂　本　　　守 金沢市

小　田　茂　樹 金沢市

岩　田　　　修 金沢市

髙　辻　光　雄 金沢市

原　子　光　昭 白山市

金 沢 西 警 察 署 南　部　喜　孝 金沢市

田　井　良　治 金沢市

中　村　外　男 金沢市

中　村　美智子 金沢市

長　能　豊　実 金沢市

西　山　　　勇 金沢市

南　野　洋　子 金沢市

山　田　節　子 金沢市

谷　内　　　勲 金沢市

大 聖 寺 警 察 署 岸　　　省　三 加賀市

池　端　一　郎 加賀市

長　澤　一　郎 加賀市

大尾嘉　郁　代 加賀市

山　﨑　敬　子 加賀市

東　出　友　明 加賀市

上　野　幸　司 加賀市

小 松 警 察 署 北　村　嘉　章 小松市

角　谷　俊　隆 能美市

倉　重　道　弘 小松市

森　　　金太郎 小松市

押　野　瑞　代 小松市

武　田　新　平 小松市

村　上　正　之 小松市

内　野　裕　文 小松市

寺 井 警 察 署 小　竹　　　隆 能美郡川北町

村　上　忠　志 能美市

中　野　博　昭 能美市

秋　田　順　孝 能美市

廣　瀬　伸　雄 能美市

白 山 警 察 署 今　井　信　介 白山市

亀　田　達　也 小松市

河　奥　徳　光 白山市

小　柳　浩　一 白山市
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島　田　康　隆 白山市

大　長　行　雄 金沢市

辻　　　満さ子 野々市市

中　井　謙　一 白山市

中　川　　　衛 白山市

二　木　喜　博 白山市

宮　森　八代江 白山市

津 幡 警 察 署 中　川　　　慧 河北郡津幡町

松　井　吉　修 かほく市

庭　田　　　忍 かほく市

上　山　幸　吉 かほく市

幸　田　久　胡 河北郡内灘町

川　幡　明　嗣 河北郡津幡町

羽 咋 警 察 署 稲　岡　利　男 羽咋郡志賀町

霊　崎　昇　一 羽咋郡志賀町

谷　野　暢　子 羽咋郡志賀町

葛　城　洋　子 羽咋郡志賀町

礒　見　篤　介 羽咋市

盛　田　　　貢 羽咋市

七 尾 警 察 署 播　摩　正　義 七尾市

大　野　辰　男 七尾市

宮　本　義　典 七尾市

近　藤　整　弘 七尾市

井　田　松　円 七尾市

室　屋　佳　美 七尾市

政　浦　義　輝 七尾市

領　家　　　優 鹿島郡中能登町

輪 島 警 察 署 里　谷　光　弘 輪島市

伏　原　正　志 輪島市

高　田　雅　文 輪島市

森　脇　義　幸 輪島市

杉　谷　忠　勝 輪島市

山　田　謙太郎 鳳珠郡穴水町

米　田　美智江 鳳珠郡穴水町

坂　本　間太彦 鳳珠郡穴水町

初　瀬　すみゑ 輪島市

島　本　招　次 輪島市

珠 洲 警 察 署 山　根　義　昭 鳳珠郡能登町

橋　本　忠　雄 鳳珠郡能登町

小　坂　広　一 鳳珠郡能登町

堂　前　靖　彦 鳳珠郡能登町

谷　口　信　幸 珠洲市

直　川　修　次 珠洲市

安用寺　伯　文 珠洲市

多　間　利　一 珠洲市

向　平　節　子 鳳珠郡能登町

堂　野　和　章 鳳珠郡能登町


